
木造住宅耐震診断士派遣事業の申込みをなさる方へ 

【申込みにあたっての注意事項】 

 

 
１．申込み資格 

  下記の「対象となる住宅」の所有者で、市税の滞納のない方 

 

２．対象となる住宅 

  次の要件にすべて該当すること。 

①１戸建て木造専用住宅または店舗等併用住宅（床面積の２分の１以上が住宅である

ものに限る） 

②昭和５６年５月３１日以前（旧耐震基準）に建築確認を受けて建築されたもの 

（注）建築年、建築概要等が建築確認通知書、建築計画概要書等で確認できること 

③階数が２階以下で、かつ延べ床面積３０㎡以上のもの 

④在来軸組構法（古くからの柱と梁による構法）または枠組壁工法（ツーバイフォー

工法）で建築されたもの 
（注）次のような特殊な工法により建築されているものは対象外です。 

       (ア)丸太組構法（ログハウス） 

       (イ)プレハブ工法 （工場生産住宅）  など 

⑤震災の影響が少ない建物（り災証明：一部損壊、無被害） 

⑥過去に市から耐震診断士の派遣を受けていないこと 

 

３．募集戸数 ５戸〔先着順で定数になり次第締め切りとなります。〕 

 

４．申込受付期間 

令和８年５月１１日（月) から ８月２８日（金）まで（土、日、祝日を除く） 

（受付時間 午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分） 

 

５．申込先および問い合わせ先 

○ 高萩市役所 都市建設課 建築指導検査室 【本庁舎２階】 

 ＴＥＬ：０２９３-２３-７０３２（直通） 

〒３１８-８５１１ 高萩市本町１-１００-１ 

              

６．申込みから決定通知までの流れ 

  ① 申込み受付後に、市で内容の確認を行い、診断する住宅と派遣する木造住宅耐震

診断士の決定をします。 

  ② 派遣する場合は市から申込者に決定通知書を、派遣できない場合は派遣しない旨

の通知書を郵送します。時期は９月上旬頃となります。通知が届かない場合はお

問い合わせください。 

 ③ 派遣が決定した方へは、診断士が直接、日程の調整を行い、診断に伺うことにな

ります。診断士との円滑な日程調整と診断にご協力お願いします。 

 

７．自己負担金の納付について 

  派遣決定通知後に納入していただきます。 

診断費用 ９９，０００円のうち 自己負担 ２,０００円 

診断は納付確認後となりますのでご了解ください。 

 

 

 



 

８．耐震診断の概要 

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震等において、木造住宅の倒壊率は古い住宅ほど高

く、老朽化や耐震壁の少なさ、または、配置等のバランスの悪さが倒壊の要因であると

いわれています。 

高萩市では、地震に対する備えの第一歩として既存建物の耐震性を改めて確認する

「木造住宅耐震診断士派遣事業」を実施することになりました。 

今回行う耐震診断は、（一財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強

方法」に定める一般診断法です。 

一般診断法は、居住者に過度の負担をかけないよう、原則として、図面やヒアリング、

あるいは簡易な調査で分かる範囲の情報により診断を行います。また、大地震(震度６

程度) での倒壊の可能性について診断を実施するものです。 

今回の耐震診断事業における現地調査は、およそ３時間程度で、ヒアリング・外部調

査・内部調査を行うこととしております。 

なお、内部調査は、間取りを中心に小屋裏・天井裏・床下（各１箇所程度：接合部の

緊結金物及び火打ち梁・水平構面の仕様・接合状況等を確認するため）を調査します。 

したがって、図面などがない場合は、外観による調査のみの情報で診断するため精度

が劣ることとなりますのでご了解下さい。また、平面図等の図面がある場合は、大切に

保管し、診断の際に提示してください。 

また後日、耐震性の評価をした結果をお知らせし、その評価によっては、今後の補強

方法や安全な住まい方等についての例示を提示します。 

なお、実際の補強工事を行う場合は、別途精密診断及び補強設計を行う必要がありま

す。 

 

 

市で関係している木造住宅の耐震診断助成は本制度のみです。また、派遣する耐震診断

士が、補強工事の見積りの提示や補強工事の契約の勧誘をすることはありません。 

  

まぎらわしいセールス等には十分ご注意ください。 

 


